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Ⅰ 総 論  

１ 目的 

本組合では、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第２１０号。以下「次

世代法」という。）に定められた行動計画策定指針に基づき、平成１７年度に「多

野藤岡広域市町村圏振興整備組合特定事業主行動計画」を策定して以来、次世代

支援対策を推進してきました。 

次世代法は、国・地方公共団体及び企業等が一体となって、次代を担う子ども

たちが健やかに生まれ、育てられる環境整備を推進するため、令和７年３月３１

日までを期限とする時限立法として定められています。また、平成２７年８月に

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「女性活躍法」という。）が、令和８年３月３１日までを期限とする時限立法と

して定められました。 

本組合では次世代法及び女性活躍法に基づき、出産・育児における仕事と子育

ての両立、男性の子育てへの積極的参加、また、介護をはじめとする支援等、子

育て中の職員だけでなく全職員が自分のライフステージに合わせて「ワーク・ラ

イフ・バランス」のとれた職場環境づくりを目指してきました。 

前述の取組については、本組合が策定した特定事業主行動計画により実施して

いるところでありますが、当該計画期間が令和３年３月３１日までであり、引き

続き事業主の立場から具体的な取組を着実に推進していくため、新たな計画を策

定いたします。 

なお、消防本部における女性活躍法に係る取組や数値目標は、別に定めるもの

とします。 

 

 令和３年３月 

特定事業主 

                 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合理事長 

                 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防長 

 

２ 計画期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。 

 

 ３ 計画の推進 

  人事担当課において、休暇や給付等に係る制度の周知を図るだけでなく、実施

状況の把握分析を行い、必要に応じて各職場への協力依頼や研修を実施していき

ます。 
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Ⅱ 具体的な取組内容 

１ 職場環境の整備に関する事項 

 

（1）既存各種制度の周知徹底 

育児休業や介護休暇、共済組合による出産費用の給付等の経済的な支援措置な

ど（以下「育児休業等」という。）、仕事と家庭の両立を支援する制度に関する情

報を提供します。 

 

（2）男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

男性職員の育児参加を促進するため、次の取組を行い、休暇制度等の積極的な

活用を促します。 

○育児のための休暇を取得しやすい環境の整備 

配偶者が出産する場合の特別休暇（２日間）、育児参加するための特別休

暇（５日間）及び年次休暇の取得促進を図るため、所属長は父親となる職員

に休暇の取得を促すとともに、取得しやすい職場の環境づくりに努めます。 

 

 （3）妊娠中及び出産後における配慮 

    妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため次の取組を行い職

場全体で母性保護及び母性健康管理に配慮します。 

    ○業務分担の見直し 

      職員が妊娠を申し出た場合、所属長は職場内の業務分担の見直しを行い、 

その職員の負担とならないよう母性保護に努めるとともに、特定の職員に負

担が係ることのないように配慮します。 

 

 （4）育児休業等を取得しやすい環境の整備 

    育児休業等に対する職員一人一人の意識改革を進めるため、次の取組を行い、

育児休業等を取得しやすい環境づくりに努める。 

①業務の見直し 

      所属長は、職員が安心して休業できるよう職場内の業務分担の見直しを行

います。 

②育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

      育児休業中は、職場の情報が途絶えることになり、復帰に際しての障害と 

なる可能性があります。スムーズな職場復帰が出来るよう、職場の同僚から

休業中の職員に職場や業務の状況について、定期的な情報提供を行います。 
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③会計年度任用職員の活用 

必要に応じて会計年度任用職員の活用を検討します。 

④子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組の確認 

本組合においては、育児と仕事を両立させている職員の体験等を知る機会が

少ないため、他団体等の取組を積極的に確認します。 

 

 （5）超過勤務の縮減  

   ①一斉退庁日（ノー残業デー）の実施 

      各課の実情に応じて定時退庁日を設け、職員へ周知するとともに、管理職に

よる定時退庁の率先垂範を行います。 

    ②事務の簡素合理化の推進           

      既存業務について、事務の見直しや電子化等を含めた簡素合理化を推進しま

す。 

  ③超過勤務縮減のための意識啓発等 

ア 所属長は、職員の勤務時間簿（状況）及び人事評価シート等をもとに職場

内における事務事業及び業務分担の見直しを行い、超過勤務縮減に必要な措

置を講じます。 

  イ 人事担当課は、全職員の勤務時間を確認し、超過勤務が多い職員について

は、当該職員の所属長と面談を行い、現状確認及び是正に向けた取組を促し

ます。 

 

 【目標】 

●１月あたりの超過勤務時間が４５時間を超える職員を「０人」とする。 

●１月あたりの超過勤務時間を平均１０時間以下とする。 

          ※対象職員は事務局職員（管理職は除く。） 

【過去の実績】 

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

1 月 45 時間を超

えた延職員数 
0 人 0 人 1 人 2 人 

月平均時間数 6.0 時間 6.5 時間 8.9 時間 12.4 時間 
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（６）年次休暇の取得促進 

  年次休暇の取得促進のため、所属長は、業務計画や休暇取得計画の策定、業務

配分の見直し、自ら率先した年次休暇の取得等、職員が年次休暇を取得しやすい

環境づくりに努めます。 

①学校行事や家族の記念日等に伴う取得促進 

子どもの学校行事（入学式・授業参観等）への参加や家族の記念日等といっ

た行事について、年次休暇の取得を促します。 

②連続休暇の取得促進 

ゴールデンウイーク期間や夏季休暇等の前後における年次休暇の取得、月曜

日・金曜日を組み合わせた年次休暇の取得等による連続休暇の取得を促します。 

 

【目標】 

●年次休暇の平均取得日数を年１２日以上とする。 

          ※対象職員は事務局職員 

【過去の実績】  

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

取得日数の平均 7.8 日 11.0 日 7.6 日 9.4 日 

  

 

 （７）時差出勤制度の検討  

  働き方改革の一環として、時差出勤制度の導入を検討します。 

  令和２年度に、時差出勤制度を新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策と

して、当面の間、一部導入をいたしました。今後、恒常的な制度としての在り方

について議論を進めていきます。 

 

（８）ハラスメント防止対策の整備 

   ①ハラスメントに関する啓発 

     職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントがあっては

ならない旨の方針を明確化し、職員に周知します。また、男女がともに働きや

すい職場環境を築くため、管理職を含めた職員全体を対象として、ハラスメン

トを防止するための研修等を実施します。 
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   ②相談体制の整備 

     ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重し、

安心して相談できる体制として、人事担当課に相談窓口を設置します。 

 

 

 

２ その他の事項 

 

（1）子ども・子育てに関する地域貢献活動の支援  

  地域の子育活動への参加に意欲のある職員が、機会を捉えて子どもが参加する

スポーツ・文化活動への参加、地域に貢献する子育て支援活動に積極的に参加し

やすい職場の環境づくりに努めます。 

 

（2）子どもを交通事故から守る活動の支援 

子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参加

を支援します。 


